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届出避難所
開設・運営マニュアル
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メール　saigaihonbu@city.takaoka.lg.jp
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１．届出避難所の開設と避難者の受入れ　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	対　応
	備　考

	（１）届出避難所の開設を決定する。　　　　
①開設・運営者で事前に取り決めた開設基準に達したとき。
②大規模災害等により届出避難所開設の必要性が高いと考えられるとき。

【重要】
◆テレビ・ラジオや市が発表する最新の気象情報等を確認し、発生するおそれのある（発生した）災害が、届出避難所の開設が可能な災害種別であるかを必ず確認する。判断に迷う場合は、市へ連絡する。
	開設・運営者で事前に取り決めた開設基準は、「運用想定シート」３－①を参照。



災害の種別毎の届出避難所の開設可否は、「運用想定シート」２を参照。

	（２）届出避難所へ参集する。　　　　　　　
◆開設・運営の主担当者や副担当者は、地域の連絡網等により届出避難所の開設・運営に従事できる者へ参集を呼びかける。
◆届出避難所の開設・運営に従事できる者は、届出避難所へ参集する。
	開設・運営の主担当者・副担当者は、「運用想定シート」５を参照。

	（３）届出避難所の鍵をあける。　　　　　　
◆鍵の保管者が届出避難所にかけつけ、鍵をあける。
	

	（４）届出避難所の安全等を確認する。　　　
◆照明をつけ、建物等の内部・外部の状況を確認する。
◆夜間や停電の場合は、懐中電灯を使って確認する。
【主な確認項目】
□建物が傾斜、沈下していないか？
□外壁が崩れていないか、大きな亀裂がないか？
□柱や鉄筋が折れていないか？
□床が壊れていないか？
□内部が浸水していないか？
	危険と判断する項目がある場合は、避難者を中に入れないようにし、市へ連絡する。

	（５）市へ開設の連絡をする。　　　　　　　
◆届出避難所を開設したこと及びその開設時刻を市に第１報として連絡する。

【市の連絡先（危機管理課）】ＴＥＬ　０７６６－２０－１１１０（直通）
ＦＡＸ　０７６６－２０－１５４９
メール　saigaihonbu@city.takaoka.lg.jp

	

	（６）避難者を届出避難所施設内に誘導する。
◆避難者が既に待っている場合は、施設内に誘導する。避難者が多数の場合は、列を作って順に案内するなど、事故のないよう注意する。
	適宜、入口において体調チェック等を実施する。

	（７）避難者の滞在スペースを確保する。　　
◆世帯ごとに纏まって滞在できるよう避難者の滞在スペースを割振り、案内する。
◆高齢者や妊婦など、配慮が必要な人は、できるだけ入口やトイレに近いスペースへ案内する。
	１人のスペースは、1.65㎡が基本。







２．避難者数の把握と救援物資の活用　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	対　応
	備　考

	[bookmark: _Hlk116483123]（１）届出避難所のリーダーを決める。　　　
①事前に取り決めた開設・運営の主・副担当者がいる場合、その者がリーダーとなるのが望ましい。
②主担当者・副担当者がいない場合、その場で従事している者から１名リーダーを決める。
◆リーダーは、届出避難所運営を主導するほか、市との連絡窓口の役割を務める。
	開設・運営の主担当者・副担当者は、「運用想定シート」５を参照。

	（２）避難者数を把握する。　　　　　　　　
◆避難者に「避難者名簿」を配布し、世帯ごとに必要事項を記入してもらう。
	P７の様式１「避難者名簿」を活用。

	（３）救援物資を配布する。　　　　　　　　
◆必要に応じて、避難者に食糧（飲料水・パン・ビスケット）、毛布等の救援物資を配布する。
◆不足が予想される場合は、市へ必要な救援物資を要請する。
	【食糧配布の目安】
パン・ビスケット
３食/1人1日
飲料水 １㍑/1人1日





３．市や地域等との情報のやりとり　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	対　応
	備　考

	（１）届出避難所の開設を地域等に知らせる。　
◆地域の連絡網等を活用し、届出避難所の開設を周辺住民にお知らせする。
◆届出避難所の開設について、高岡市防災情報メール等の各種配信システムでお知らせする場合は、市へ依頼する。
	

	（２）避難者数等を市へ連絡する。　　　　　
◆避難者が記入した「避難者名簿」を整理し、開設直後と市から求めがあったときに避難者数等を市へ連絡する。


【市の連絡先（危機管理課）】ＴＥＬ　０７６６－２０－１１１０（直通）
ＦＡＸ　０７６６－２０－１５４９
メール　saigaihonbu@city.takaoka.lg.jp

	「避難者名簿」には、住所等の個人情報が記載されているため、取扱いに注意。

P８の様式２「避難所状況報告用紙」を活用。


	（３）新たな避難者の受入れの準備をする。　
◆（１）で届出避難所の開設をお知らせすることにより、新たな避難者が避難してくることが予想されるため、入口に受付を設置するなど、受入れの準備を整えておく。
	


４．届出避難所の閉鎖　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　

	対　応
	備　考

	（１）届出避難所の閉鎖を決定する。　　　　
◆リーダーを中心に複数人で協議し、閉鎖の方針を決定する。
◆閉鎖の方針について、市へ連絡する。
【重要】
◆テレビ・ラジオや市が発表する最新の気象情報等に留意し、災害リスクが十分に下がったことを確認する。判断に迷う場合は、市へ連絡する。
	夜間の閉鎖は、帰路で二次災害の恐れがあるためできるだけ避ける。
状況により、引き続き届出避難所を運営するよう協議させていただく場合あり。

	（２）届出避難所の片づけを行う。　　　　　
◆使用した備品等を元の場所に戻し、清掃する。
◆ゴミは持ち帰る。
◆「避難者名簿」は、個人情報が記載されているため、破棄せず、リーダーが持ち帰る。
	


後日、市への提出をお願いする場合あり。

	（３）市へ閉鎖の報告をする。　　　　　　　
◆リーダーは、届出避難所の施錠確認後、市へ届出避難所を閉鎖したこと及び閉鎖時刻を連絡する。
	



届出避難所は、発災又は災害リスクが高まったとき～３日間程度の短期的な避難を目的として設置する避難所です。
大規模災害等により、それ以上の期間の避難生活が予想される場合、必要に応じて届出避難所を閉鎖し、より設備や物資が整った最寄りの指定避難所（小中学校、公民館等）へ、避難者の移動を協議させていただく場合があります。







様式１
	避難者→被災者管理班（名簿係）


                                        　　（避難所名　　　　　）   Ｎo.　　　　
避難者名簿
                                                    避難者グループ名
	入所
	　　年　　月　　日　　時　　分
	住所
	

	ふりがな
氏　　名
	年齢
	性別
	要配慮者
	電話
	

	
	
	
	
	携帯電話
	

	代表者
	
	
	
	
	所属自治会名
	

	
	
	
	
	
	建物の
被害状況
	全壊・半壊・一部損壊
断水・停電・ガス停止・電話不通

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	親族等
連絡先
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	

	
	
	
	
	支援区分
	□避難所への入所を希望
□在宅避難を希望

	ご家族に、入れ歯や眼鏡等の不備、病気等の特別な配慮を必要とする方がいる場合にご記入下さい。

	特技や資格をお持ちの方がいらっしゃいましたら、氏名と特技・資格の内容をご記入下さい。
氏名　　　　　　　　　　　　特技・資格

	他からの問い合わせがあったとき         よい
住所、氏名を公表してもよいですか？     よくない
	登録日
(入所日)
	※

	退所
	年　　月　　日　　　時　　分
	
	

	転出先　　住所
（氏名）
電話
	登録解除日
(退所日)
	※


・この名簿は、入所時に代表の方が記入し、被災者管理班（名簿係）に提出して下さい。
・※印箇所は、被災者管理班(名簿係)が記入しますので、避難者の方は記入しないで下さい。
・名簿を提出することで、避難者として登録され、生活支援が受けられるようになります。
・内容に変更がある場合は、速やかに被災者管理班（名簿係）に申し出て修正して下さい。
・他からの問い合わせに対し、住所と氏名を公表してもよいか、必ず記入して下さい。
・名簿の内容を公表することにより、親族等に安否を知らせるなどの効果が想定されます。
　一方で、プライバシーの問題もあります。公表の可否については、ご家族で判断して下さい。
様式２
避難所状況報告用紙[第　　　報]
                                                    　　避難所名
	送信者名
	
	災害対策本部受信者名
	

	報告日時
	   月 　日 　時 　分
	避難所 FAX･TEL
	

	世帯数
	現在数(A)
	前日数(B)
	差引(A-B)

	内
訳
	避難者
	                世帯
	                  世帯
	                   世帯

	
	被災者
	                世帯
	                  世帯
	                   世帯

	
	合計
	                世帯
	                  世帯
	                   世帯

	人数
	現在数(A)
	前日数(B)
	差引(A-B)

	内訳
	避難者
	                人
	                  人
	                   人

	
	被災者
	                人
	                  人
	                   人

	
	合計
	                人
	                  人
	                   人

	運営
	(避難者)組
	 編成済・未編成
	地域
	土砂崩れ
	未発見・あり・警戒中

	
	避難所運営委員会
	 設置済・未編成
	
	ﾗｲﾌﾗｲﾝ
	断水・停電・ガス停止・電話普通

	
	運営班
	 編成済・未編成
	
	道路状況
	通行可・渋滞・片側通行・通行不可

	避難所運営委員会委員長名
連絡先(TEL,FAX)
	

	

連絡事項
	
	       　　対応状況
	    今後の要求、展開

	
	総務班
	
	

	
	施設管理班
	
	

	
	避難者管理班
	
	

	
	情報班
	
	

	
	食料物資班
	
	

	
	救護衛生班
	
	

	
	ﾎﾞﾗﾝﾃｨｱ班
	
	

	
	行政担当者
	
	

	
	施設管理者
	
	

	対処すべき事項・予見される事項（水、食料の過不足/物資の過不足/風邪などの発生状況/避難所の生活環境/避難者の雰囲気など）



※開設直後及び市から求めがあったときに市に報告する。
・連絡事項欄には、各班の活動において発生した問題やその解決策などを記入し、他の避難所運営の参考となるようにする。
・物資と食料については、別紙様式を利用する。
注）避難者：自宅が損壊等で住めなくなり、避難所で生活している人
　　被災者：自宅に住むことはできるが、ライフラインが停止して生活できず、避難所の施設を利用したり、物資の配給などのサービスを受けている人
p. 1

